
○写  

高松市告示第３７０号 

 

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１１９条第２項及び第１２１条の規定

により、第２１回香川県知事選挙における個人演説会会場設備の程度及び個人演説会会場

を使用する場合に納付すべき費用（個人演説会については、１回目は無料、２回目から徴

収、政談演説会については１回目から徴収）の額を次のとおり公表します。 

 

 令和８年６月１８日 

 

                       高松市長 大 西 秀 人 

 

１ 会場設備の程度 
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２ 会場を使用する場合に納付すべき費用  

 大会議室使用料 

区 分 午 前 午 後 夜 間 午前・午後 午後・夜間 全 日 

使用時間 

午前９時

から 

正午まで 

午後１時

から 

午後５時

まで 

午後６時

から 

午後１０

時まで 

午前９時

から 

午後５時

まで 

午後１時

から 

午後１０

時まで 

午前９時

から 

午後１０

時まで 

使用料 2,650 円 3,040 円 3,640 円 5,780 円 6,500 円 9,390 円 

  ※冷暖房装置使用料は、上記大会議室使用料に含んでいます。 

備考 

  １ 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。 

  ２ 市外居住者が使用するときの使用料は、この表に規定する額の１.３倍の額とす

る。 

  ３ 申込時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、超過時間又は繰上時間１

時間につき、別に全日の使用料の１０分の１の額を徴収する。この場合、３０分

を超える端数については、１時間とみなす。 

  ４ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、１０円に切り上げる。 



 音響装置使用料 

品     名 単 位 使  用  料 

拡声装置（マイク２本付き） １ 式 1,320 円 

備考 この表の使用料の額は、大会議室の使用時間の１区分当たりの額とする。 


